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六
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閣
総
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小

泉
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郎
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
年
金
保
険
料
を
財
源
と
し
て
建
設
さ
れ
た
宿
舎
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
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十
二
日
受
領

答

弁

第

五

号



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
年
金
保
険
料
を
財
源
と
し
て
建
設
さ
れ
た
宿
舎
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

厚
生
年
金
保
険
料
及
び
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
「
年
金
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
財
源
と
し
て
建
設
さ
れ
た
宿
舎
の
う
ち

国
家
公
務
員
で
な
い
公
益
法
人
等
の
職
員
が
使
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
国
が
設
置
し
た
厚
生
年
金
会
館
、
厚
生
年
金
病

院
等
の
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
福
祉
施
設
（
以
下
「
年
金
の
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
職
員
用
宿
舎
、
年
金
資
金

運
用
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
職
員
の
た
め
の
宿
舎
（
以
下
「
基
金
の
職
員
用
宿
舎
」
と
い
う
。
）
及
び
基
金
が

旧
年
金
福
祉
事
業
団
か
ら
承
継
し
た
大
規
模
年
金
保
養
基
地
（
以
下
「
保
養
基
地
」
と
い
う
。
）
の
運
営
を
行
う
団
体
の
職
員

の
う
ち
保
養
基
地
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
の
た
め
の
宿
舎
（
以
下
「
保
養
基
地
の
職
員
用
宿
舎
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
お

尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
金
の
福
祉
施
設
の
職
員
用
宿
舎
に
つ
い
て
は
、二
十
四
時
間
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
業
務
に
お
け
る
必
要
性
等
を
踏
ま
え
、

年
金
の
福
祉
施
設
本
体
と
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
十
四
条

に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
号
）

第
六
条
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
条
等
の
規
定
（
以
下
「
厚
生
保
険
特
別
会
計

一



法
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
年
金
保
険
料
を
そ
の
建
設
費
に
充
て
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

基
金
の
職
員
用
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
等
に
基
づ
く
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
基

金
の
業
務
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
年
金
福
祉
事
業
団
の
業
務
に
必
要
な
も
の
と
し
て
建
設
さ
れ
た
職
員
用
宿
舎

を
基
金
が
承
継
し
た
も
の
で
あ
り
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
等
の
規
定
に
基
づ
き
支
出
し
た
年
金
保
険
料
を
財
源
と
す
る
旧
年

金
福
祉
事
業
団
へ
の
交
付
金
の
一
部
が
そ
の
建
設
費
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、こ
の
こ
と
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

保
養
基
地
の
職
員
用
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
住
宅
事
情
及
び
業
務
に
お
け
る
必
要
性
を
踏
ま
え
、
保
養
基
地
の
一
部
と

し
て
建
設
さ
れ
て
お
り
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
等
の
規
定
に
基
づ
き
支
出
し
た
年
金
保
険
料
を
財
源
と
す
る
旧
年
金
福
祉
事

業
団
及
び
基
金
へ
の
出
資
金
及
び
交
付
金
の
一
部
が
、
当
該
宿
舎
を
含
む
保
養
基
地
の
建
設
の
た
め
旧
年
金
福
祉
事
業
団
が
資

金
運
用
部
（
現
在
の
財
政
融
資
資
金
）
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
正

当
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


